
平成 24年 8月 9日 

報道関係各位 

富士急行株式会社    

富士急セールス株式会社 

 

台湾における駐在員事務所設置について 

 

 富士急行株式会社（本社：山梨県富士吉田市、社長：堀内光一郎）の子会社である「富士急セ

ールス株式会社」（本社：東京都渋谷区初台、社長：岩田大昌）は、富裕層ならびに中間層等急速

な拡大が見込まれる台湾、東南アジア市場において、富士急グループ施設への更なる訪日観光客

誘致の拡大を図るため、台湾の台北市に、台北駐在員事務所を開設しました。 台北駐在員事務

所は、当社にとって、平成 22 年（2010）設置の中国・上海営業拠点に次ぐ、海外営業拠点とな

ります。 

なお、上海営業拠点も駐在員事務所への営業業態変更を検討しております。 

 

記 

１． 駐在員事務所の概要 

（１） 商 号   日商富士急銷售股份有限公司 台北辦事處  

        （富士急セールス株式会社 台北駐在員事務所） 

（２） 首 席 代 表   三浦健吾 

（３） 所 在 地   台北市中山北路 2段 46号 7階 

（４） 駐在開始日   平成 24年 8月 10日（金） 

 

２． 主な活動内容 

（１） 台湾ならびに東南アジアの旅行会社に対する当社グループ施設のＰＲ並びに誘致 

（２） 日系企業への当社グループ施設のＰＲ及び誘致 

（３） 山梨県、静岡県との連携による富士山エリアＰＲやイベントによる集客 

（４） 公的機関、航空会社、同業他社などからの市場情報収集  など 

 

以上 

        

    【ビル外観】                     【事務所内部】 

 

＜この件に関するお問合せは＞ 

富士急行株式会社 社長室（広報担当） ０５５５－２２－７１１３ 


